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コ
ス
ト
抑
制
の
た
め
の
方
策 

木造を選択し

た理由 

 平成 24 年 2 月の「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針」の

策定に基づき積極的に木造建築とする。 

 木造は、ＲＣ・Ｓ造との比較では基礎が軽いので安い。 

発注方式 

（設計ﾌﾟﾛｾｽ） 

 プロポーザルを実施。 

 求めた提案は、200m2程度の無柱空間の構造形式、熱負荷等 ローコ

ストにするための提案。 

法的な整理  1,000 ㎡未満の「その他の」建築物 

調達の配慮 

 滋賀県では、県産材流通促進室（県産材の流通情報）を立ち上げ、

納期・竣工に合わせた情報を提供している。 

 今回は 8割が一般流通材で、2割が切り出しから乾燥まで（2～3か

月）の県産材を使用。 

材料の配慮 
 構造・造作材とも県産木材使用。 

 JAS 材でない材の使用。（滋賀県に JAS 工場がないため） 

プランの配慮 

 モデュール、グリッドの統一。 

 セミナールームは張弦梁、事務室は和小屋、他はトラスのように空

間の特性に応じて構造形式を分けた。 

構造の配慮 

 

 全体的に一般流通材使用－土台：ひのき E90、他：すぎ E70（公的試

験場－三重県 JAS 工場） 

 大スパンを一般流通材で構成。（テンションロッド工法、トラス工法）

仕上 

外部  外壁に焼き板 t=9 と外壁用珪藻土コテ押えを採用。 

内部 
 木質部にフシがあっても違和感のないデザインにする。 

 野地板、内壁をそのまま仕上げとして現す。 

設備の配慮  一室一灯と多灯分散型の照明器具の採用。 

加工・組立の

配慮 

 地域の工務店・製材所等でも対応できる（どこででもできるような一

般的な）方法を選んでいる。 

ランニング

コストへの

配慮 

 庇の出を取り、外壁の焼きスギには塗装を実施。 

メンテナン

スへの配慮 
 床は、厚いフローリング材とし WPC 加工（塗装）を実施。 

その他  県内の木材製造所の乾燥設備、製材設備の情報が有ると良い。 

 








































